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研究要旨 

地域包括ケアシステムの構築の取り組みは各地域ごとに進められてきている。地域

ごとに展開されている様々な取り組みが、地域にどの程度の効果をもたらしているか

は必ずしも明らかになっていない。こうした中で「エビデンスに基づく地域包括ケア

システムの構築」が重視されてきているが、その「エビデンス」がどのようにして入

手され活用されているかについては、多くのことが明らかにされていない。 

本研究は、地域ごとの今後のケアシステム構築へ向けて、先ずは現状の把握が重要

であるとの認識から、客観的データの活用を進めてきた地方自治体の取り組みを分析

することとした。インタビュー調査を実施し、「地域の課題把握の方法」「課題把握

にともなう困難」「データの活用状況」「データの活用に伴う問題点」「必要として

いるデータの項目」等についてたずね、ポイントの整理を行った。 

インタビューでは、既存の「サービス提供量・種別」等を示すデータと、地域住民

の真の「ニーズ」を把握するためのデータとの相違についての認識にはじまり、自治

体独自のデータ収集により支援計画を策定してきた状況や、サービスの提供現場の状

況（ケアの質、ケアプランのクオリティ、利用者の状況等）を把握することの困難に

ついて示唆があった。また、個人情報保護の問題がデータベース活用の大きな制約に

なっていること、とくに予防的介入の施策の立案においては活用が困難になっている

ことなどが示された。 

 

Ａ．研究目的 

地域包括ケアシステムの構築・整備が各地域で取り組まれている。地方自治体は、

その取り組みにおいて中心的役割を担っているが、実際の自治体ごとの取り組み方は

多種多様であり、その取り組みの効果もまた様々であることが予想される。こうした

中で、確かなエビデンスに基づく地域包括ケアシステムの構築が必要とされている。

本研究では、地方自治体における保健・医療・福祉の課題抽出の作業において客観的

データがどのように活用されているかという点を調べるため、地方自治体の介護保険、

高齢者支援、地域包括ケア等の担当部署の職員を対象にインタビューを実施した。 
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Ｂ．研究方法 

自治体の選定は、これまでの様々な活動報告の実績等をもとに、データ活用が比較

的進んでいると考えられるところを候補に挙げ、本研究の趣旨を説明し協力の得られ

た自治体を対象にインタビューを行った。インタビューは１件につき１時間から１時

間半程度の時間で実施された。予め同意を得たうえでＩＣレコーダーによってインタ

ビューの模様を録音し、その後、逐語録化して分析対象とした。インタビューは、予

め作成したインタビューガイドの質問項目に沿って行われた。質問項目は、「別紙 1」

として本章末尾に掲載した内容のとおりである。 

 質問項目は、以下の３群から構成されている。すなわち、地域における課題把握の実情

についての質問群から構成される第Ⅰ部「地域における保健・医療・福祉の課題把握につ

いて」、客観的データの活用実態についてたずねる質問群から構成される第Ⅱ部「客観的

データの活用について」、課題把握のために必要としている／入手できると便利と思われ

るデータ項目についてたずねる質問群から構成される第Ⅲ部、その他ＫＤＢ（国保データ

ベース）の活用に関する質問群から構成される第Ⅳ部である。 

逐語録のテキストの分析手順は、まず被面接者各人により示された認識・見解・規定の

理解に始まり、次いで、繰り返し現れオーバーラップする項目・相違点の確認を行う作業

を行った（Lofland and Lofland,1995）。 

 

（倫理面への配慮） 

研究の趣旨に関する説明と同意書への署名に基づいて、地方自治体の介護保険、高

齢者支援、地域包括ケア等の担当部署の職員へのインタビュー調査を実施した。基本

的に個人情報を尋ねる質問項目は含まれないが、個人の特定につながると考えられる

情報は全て匿名化処理をした上で分析を行うことを協力者と同意のうえインタビュー

を実施した。 

インタビュー・データを保存する USB 記憶媒体は、パスワードを設定したうえで施

錠が可能な保管庫において厳重に管理し、保存期間３年を終了した後、USB 記憶媒体

を物理的に破壊する処置を取る。 

 

Ｃ．研究結果 

（研究協力自治体について） 

 上記の選定基準に基づき、研究協力の依頼を行い、3 自治体を対象にインタビュー

調査を実施した。以下に 3 自治体（Ａ市・Ｂ市・Ｃ市）の概要を述べる。 

 Ａ市は、2014 年 7 月 1 日現在、人口約 75,000 人、世帯数約 36,000、高齢化率約 22％

で、市内に 2 か所の病院を有する。文教地区、ベッドタウンとして知られる。2008 年

より在宅療養を推進していくための連絡協議会を設置し、多職種連携や、災害時に向

けた対策を推し進めてきた。とりわけ、認知症に関して、市民への啓発や、認知症患

者・家族を支える町づくりに力を入れてきている。また、この連絡協議会が個別のケ

ースの検討会を主催し、多職種が参加して事例検討をおこなっている。 

 Ｂ市は、2015 年 2 月 1 日現在、人口約 121,000 人、世帯数約 49,000、高齢化率約

25％、市内に 5 か所の病院を有する。ベッドタウンとして知られ、市外への就業者の
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割合が高く、介護事業者にとっては人材確保が課題となっている。市内は坂道が多く、

課題を抱える高齢者にとっては引きこもりがちになる要因となっている。地域ケア会

議の仕組みの整備に力を入れてきており、現在３つの異なるレベル（市レベル、日常

生活圏域レベル、個別レベル）で会議を開催している。市レベルでは、市全体の課題

把握と体制整備の検討をおこなっており、日常生活圏域レベルでは、地域住民との課

題の共有や、住民と一体となっての実情把握に取り組んでいる。個別レベルの会議で

は、困難ケースの解決について検討するとともに、地域の支援体制を整備していく取

り組みに従事している。 

 Ｃ市は、2015 年 2 月 1 日現在、人口約 427,000 人、世帯数約 188,000、高齢化率約

25％、市内に 19 か所の病院を有する。1993 年に市の高齢社会総合計画を定め、3 年ご

とに計画の改定を重ねながら高齢者福祉施策の充実に取り組んでいる。ひとり暮らし

高齢者世帯は約 16,000 世帯（全体の約 8.5％）、高齢夫婦のみ世帯は約 20,000 世帯

（全体の約 10.6％）となっている。市内の公営・民営の団地の多い地域では高齢化の

スピードが早く、今後ますますひとり暮らし高齢者世帯・高齢者のみ世帯が増加する

ことが予想されている。市が行ったニーズ調査によれば、一般高齢者のうち約 2 割が

二次予防事業対象者であり、予防事業への参加促進が課題となっている。 

 これら協力自治体の関係部署担当者とのインタビューのテキストデータの分析を経

て、地域の課題発見のための客観的データの活用に関する現状の整理および課題の抽

出を行った。 

 

（インタビュー・データの整理） 

 以下、「別紙１」の質問項目に沿って、インタビューの中から抽出されたポイント

／見解／問題を整理していく。（次節「考察」の中で、以下の結果をふまえた知見に

ついて述べていく。）なお、以下に抽出した事柄は、インタビューの中で顕著に示さ

れた点というよりは、本研究の主題に照らし合わせて特に重要な点・示唆を持つ点と

考えられるものである。 

 

地域における保

健・医療・福祉

の課題点・問題

点の把握の方法 

単にケア会議の仕組みだけでなく、地域の様々な組織等（新聞配達業

者、タクシー会社、コンビニ、ヤクルト等）と結びつきながら、情報を得てい

る。（例えば、地域の認知症⾼齢者の情報など。） 

「訪問」を現実的な課題解決に直結する手法として重視している。単に支

援対象者の⼼⾝の状態を表す指標／データが得られたとしても、例えばそ

の人を支える家族介護者の疲弊の状態や⽣活の状況などを総合的に⾒

ることで⽀援の中⾝が⾒えてくる。既存の「客観的データ」からは、中々その

ような家庭の中の全体像は⾒えてこないところに難しさがある。 

地域住⺠からのボトムアップの動きによって、この町の地域包括ケアシステム

をどのような⽅向へ持っていくのか、という議論が⽣まれている。それによって、
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例えば議員が先進地区を視察へ⾏ったり、⾏政が横断的な体制をつくる

ようになった。 

個別⽀援・⼾別訪問の積み重ねの中から、例えば⾼齢者のハイリスクケー

スを発⾒する着眼点として、「緊急連絡先」の記入欄が空白の人は要注

意、ということが（臨床知的に）よく分かっている。⾼い確率で、数年のうち

に問題が顕在化している。 

課 題 把 握 の作

業における困難 

データによって課題が⾒つかったとしても、その⽀援対象者⼀⼈ひとりの⽣

活の全体像を把握しなければ、実際の支援ができない。その全体像の把

握は頻繁に訪問を重ねる等の地道な作業の積み重ねしかない。 

住⺠へ認知症に関する理解と協⼒を求めていくこと、啓発に努めていくこと

は、⾮常に労⼒と時間を要する。 

情報の取り扱いに際して、個⼈情報の保護の問題が⼤きく⽴ちはだかるわ

けであるが、本人の生命にかかわる事態になると、個人情報保護の制約か

ら解かれた対応に入ることができる。 

事業所の内部の状況・ケアプランの良し悪しひいては「ケアの質」は、既存

ために、実際の支援計画・システム構築を「エビデンスに基づくもの」にするの

が難しいものになっている。 

個別支援のため

のケア会議と地

域全体の課題を

検討する会議と

の連絡体制 

（連絡体制は構築しているが）個別⽀援のための事例検討の中から出

てきた課題を、「地域全体の課題」として⾏政施策へと挙げていくことは容

易ではない。様々なかたちで合意形成が必要となるだけでなく、どのような

⽅向へ解決策を持っていくことになるのか、という結論を導き出すことも簡単

には進まない。 

医療関係者・介護関係者がお互いに「顔の⾒える関係」になっていれば、

「個別⽀援のためのケア会議」を⾏政が設置しなくても、個別⽀援のための

連携は動いていく。 

委託型の地域包括⽀援センターを複数有する地域なので、意識や実践

の格差が⽣じないよう平準化を⾏っていくうえで、全拠点が集まっての連絡

会議は必要。 

個別支援の課題を検討する場は、ケアマネージャーはじめ人材のＯＪＴと

しての機能も果たしている。人材の全体的な底上げが図れると、マクロレベ
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ルの地域課題を⾒出すアンテナの精度も上がる。 

地域のケアシステムのあるべき⽅向を⽰す「幹」のようなものが確⽴していな

いと、ケア会議による一方向的な現場状況の情報収集だけでは、いつまで

たってものケアシステムそのものは整えられていかない。 

客観的データの

活用状況 

市独自に様々なデータの収集に取り組んできた。例えば、要望のためのプロ

グラムの受講前・受講後のADL・IADLの推移を測定していて、個人特性

や地区特性との関連を⾒ている。プログラム⾃体の費⽤対効果も客観的

に示すことができる。 

データの活用に

関する問題点 

緊急性の高いケースになってくると、個人情報保護の制約から外れることに

なるが、「予防的介⼊」に場合には依然として個⼈情報保護の壁が⽴ちは

だかる。しかしながら、予防こそが現在最も注⼒していかなければいけないと

ころで、そこで「エビデンス」に基づく分析が成⽴しないことは⼤きな問題。 

市⺠⼀般向けの予防のための教室に、もし申請すれば要介護3くらいにな

るような⼈も参加していて、元気な⼈達に混ざっているとかなり良い刺激に

なっていて機能が維持・活性化されている例を⾒る。こういう⼈たちが介護

系のサービスに乗って、同じように機能の落ちている⼈たちばかりの中に⼊っ

て⾏くと⼀気に機能低下してしまうこともあり、「データ」によって画一的に支

援対象者をカテゴリー別に支援していく従来のアプローチにも危ういものを感

じる。 

地 域 の課 題 把

握に役⽴つと思

われる具体的に

どのようなデータ

項目 

退院後の状況、例えば、在宅なのか転院なのか。在宅でないとすれば、そ

の背景には何があるのかなど、単なる「移動」のデータではなくて、その背景

にどういった事情があるのかが分かると、支援につながる生きた情報になる。 

現状では、病歴・病名の履歴は必ずしもトレースできない。⼀連の流れが

把握できると、一定のパターンを分析出来たり、それぞれに応じた対応策が

考えられるようになる。 

アセスメントに基づいた地域ごとの医療ニーズ・介護ニーズの把握できてはじ

めて社会資源の効果的な運⽤が可能になる。データベースが利⽤できるよ

うになったとしても、先ずこの地域特性の把握（それを可能にするデータ）

が前提として揃っていなければならない。「ニーズ」を示すことの出来るデータ

と、提供された「サービスの総量」を⽰すデータは別物であることの認識が必
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要。 

全ての受診・服薬の⾏動の時系列的なデータを基に、ある種のパターン予

測・モデル化が可能になると、実効性のある支援的介入ができると思う。 
 

Ｄ．考察 

（「ニーズ把握のためのデータ」と「サービス提供総量を示すデータ」の違い） 

 インタビューを行った 3 自治体の属性はそれぞれ対照的であるが、「データの活用」

をめぐる課題には共通する部分が大きい。 

 第一に、「サービスの総量」を示すデータと、地域住民の「真のニーズ」の把握を

可能にするデータとの識別が必要であり、そのうえで後者を基にした地域のアセスメ

ントが土台になるという認識である。この部分が適切に整っていないと様々な「デー

タ」の利用が可能になったとしても、自治体としてのケアシステムの構築へ向けた施

策の展開が進展していかないと考えられている。 

 今回インタビューしたＡ市・Ｂ市・Ｃ市は、それぞれ独自にニーズ把握のためのデ

ータ収集の取り組みを積み重ねてきており、これに基づいたケアシステムづくりのヴ

ィジョン策定に取り組んできている。 

 

（医療依存度・介護依存度の時系列推移の予測） 

 3 自治体ともに、データに基づく医療依存度・介護依存度の時系列的推移の予測の

重要性を強調していた。しかしながら、そうした予測は、家庭内の状況（例えば、家

族介護者の疲弊、経済状況、家屋内の環境、等々）を反映する係数を含めてはじめて

総合的な判断が可能になるとの認識があり、現在のところ既存のデータベースでこの

ようなパターン予測・モデル構築は困難と考えられている。 

 しかしながら、3 自治体いずれも独自のデータ収集・分析を進めてきており、上記

のように家庭の個別の状況を把握するための手段として、地道な作業である「訪問」

の継続・積み重ねを重要視していた。 

 

（事業所の状況・ケアプラン・ケアの質の把握の困難） 

 介護サービスの実際の提供状況は、既存のデータから把握することが難しいとの認

識も、今回のインタビュー調査の中で顕著に見られたところであった。実際に投入さ

れたサービスの種別、サービス量、サービス提供機関が把握できたとしても、どのよ

うなクオリティにおいて、利用者・家族がどのような状態の変遷をたどったのかにつ

いては把握が追い付かないという。 

 

Ｅ．結論 

今後の「エビデンスに基づく地域包括ケアシステムの構築」を視野に入れた時に、

今回のインタビュー調査から得られた知見は、以下の 3 点に集約できる。 

第一に、データの活用において個人情報保護の問題が大きく立ちはだかっていると

いうことである。役所の中の各課の縦割りの壁は、緊急性の高いケースにおいては解
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かれるが、そうでないケース、例えば「予防的介入」を念頭に置いたケースにおいて

は未だに課題を残している。今後、「予防」と「個人情報の保護」との兼ね合いに、

どのような道筋をつけていくかがポイントであると考えられる。 

第二に、「サービスの提供量」「提供されたサービスの種別」等のデータに、どの

ような意味を見出していくべきかが問われている。3 自治体いずれも、地域特性を十

分に把握したうえで、アセスメントに基づいた「地域ごとのケアシステムのあるべき

姿」を立案していかない限り、データの活用はできないとの見解を示していた。入手

可能なマクロデータの有用性と限界を認識することも重要であるが、他方で、地域ご

とのニーズを把握できるような「データ」が地方自治体によって重視されていること

にも留意する必要があるだろう。 

第三に、既存のデータは在宅ケアや事業者によるサービスの実態把握を必ずしも可

能にしない点が指摘された。インタビュー・データの整理の中で再三示されてきたよ

うに、このような点については戸別訪問などのアウトリーチの活動を通じて各自治体

が把握に努めているようである。 

 

（参考引用文献） 

Lofland, J., Lofland, L. H., 1995, Analysing Social Settings: a Guide to Qualitative 

Observation and Analysis. Belmont CA, Wadsworth. 

 

Ｆ．健康危険情報  

なし 

 

Ｇ．研究発表  

なし 

 

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況 

該当なし 
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別紙１ 

 

厚生労働科学研究「地域ケア会議等における客観的データの活用に関する調査」 

インタビュー調査ガイド 

 

目的： 

地域における保健・医療・福祉の実態把握および課題抽出へむけて客観的データを有

効に活用する手法を開発するために、地方自治体における現在の取り組み状況や、デ

ータ活用の可能性について、現場担当者のインタビュー調査を通して理解する。 

 

 

回答者 

市町村の介護保険課、高齢者福祉課、地域包括ケア担当課等の担当者 

 

I. 地域における保健・医療・福祉の課題把握について 

Q1. 地域における保健・医療・福祉の課題を、どのようなやり方で把握していますか。 

Q2. そのような課題把握について、困難に感じることはありますか。 

Q3. 個別支援のためのケア会議と地域全体の課題を検討する会議との連絡体制はど

のようになっていますか。 

 

II. 客観的データの活用 

Q4. 上記のような課題把握のために何らかの客観データを活用していますか。 

Q5. （活用している場合）データの活用に関して問題点・課題等がありますか。 

 

III. データの項目 

Q6. 具体的にどのようなデータがあると、地域の課題把握に役立つと思いますか。 

Q7. 国保データベース（KDB）の「特定健診・特定保健指導」、「医療（後期高齢者医

療含む）」「介護保険」等の統計情報の閲覧・利用が出来るようになりましたが、

どのように考えていますか。 

 

IV. その他 

Q8. KDB はどの部署が管理・使用していますか？ 

Q9. 市町村内のどの範囲の部署まで KDB を使用できますか？ 
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1) 国民健康保険担当課 

2) 介護保険担当課 

3) 高齢者福祉担当課 

4) 保健担当課(市町村保健センター含む) 

5) 市町村民課等個人情報保護担当部門 

6) その他(例:地域ケア会議の参加者等) 

Q10. KDB はどのような目的で使用していますか？ 

1) 市町村の事業年報等の統計作成 

2) 国民健康保険運営協議会の資料作成 

3) 市町村議会への説明資料作成 

4) 市町村特定健診実施計画の基礎資料 

5) 被保険者からのレセプト開示請求 

6) 重複受診，重複投薬の把握 

7) 健診で要医療とされたにもかかわらず放置している者の把握 

8) ジェネリック医薬品割合の把握 

9) 糖尿病等慢性疾患の重症化予防 

Q11. KDB 活用にあたって個人情報保護条例等による制約はありますか？ 

 1) 制約なく使用している 

2) 個人情報保護条例による制約がある 

Q12. Q11 で 2)と答えられたら，どのような制約ですか？ 

1) 個人情報保護条例のため KDB を業務に使用することがほとんどできない 

2) 統計や資料作成なら可だが，個人情報の検索はほとんどできない 

3) KDB を使って個人情報を検索する場合は個人ごとに事前に審査会等の承認

がいる 

4) KDB を使って個人情報を検索する場合も事前に承認を得た目的であればその

都度承認は不要 

5) KDB を使って個人情報を検索する場合も担当者の判断のみで可能だが，事後

報告がいる 

以上 

 

 


